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人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

柴

田

一

宏

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
○
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

職

員

組

織

職

員

議
会
事
務
局

事
務
局
長

次
長

参
事

課
長

総
務
チ
ー
ム

議
会
事
務
局

事
務
局
長

次
長

参
事

課
長

総
務
班

の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る

の
班
長

秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主
査

主
幹
、
副
主
幹
及
び
主
査

知
事
の
事
務
部
局

理
事

部
長

危
機
管
理
監

森

知
事
の
事
務
部
局

理
事

部
長

危
機
管
理
監

社
会
福
祉
監

森

（
本
庁
）

林
技
監

建
設
技
監

次
長

参
事

広
報
監

（
本
庁
）

林
技
監

建
設
技
監

次
長

参
事

広
報
監

副
危
機
管
理
監

デ
ジ
タ
ル
化
統
括
監

イ
ン
バ

副
危
機
管
理
監

デ
ジ
タ
ル
化
統
括
監

イ
ン
バ

ウ
ン
ド
推
進
統
括
監

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

ウ
ン
ド
推
進
統
括
監

食
品
産
業
振
興
統
括
監

策
統
括
監

建
設
産
業
振
興
統

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
統
括
監

建
設
産
業
振
興
統

括
監

課
長

室
長

政
策
監

防
災
監

括
監

課
長

室
長

政
策
監

防
災
監

読
書

Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
推
進
監

デ
ジ
タ
ル

活
動
推
進
監

Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
推
進
監

デ
ジ
タ
ル

ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
監

人
材
誘
致
推
進
監

地
域

ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
監

人
材
誘
致
推
進
監

地
域

交
通
対
策
監

読
書
・
文
化
活
動
推
進
監

ス

交
通
対
策
監

ス

ポ
ー
ツ
振
興
監

ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
監

ポ
ー
ツ
振
興
監

ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
監

再
造

技
術
管
理

林
推
進
監

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
監

技
術
管
理

監

流
域
防
災
監

総
合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

監

流
域
防
災
監

総
合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

行
政
経
営
課
に
お
い
て
行
政
改
革
及
び
法
令
審
査

総
務
課

に
お
い
て
行
政
改
革
及
び
法
令
審
査

の
事
務
を
担
当
す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、

の
事
務
を
担
当
す
る

主
幹
、

副
主
幹
及
び
主
査

副
主
幹
及
び
主
査

秘
書
課
に
お
い
て
秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る
チ
ー

秘
書
課
に
お
い
て
秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る
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ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
主
任
及

主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
、
主
任
及

び
主
事

び
主
事

人
事
課
に
お
い
て
人
事
、
給
与
、
服
務
、
職
員
団

人
事
課
に
お
い
て
人
事
、
給
与
、
服
務
、
職
員
団

体
又
は
福
利
厚
生
の
事
務
を
担
当
す
る
チ
ー
ム

体
又
は
福
利
厚
生
の
事
務
を
担
当
す
る

リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主
査
並
び
に
同

主
幹
、
副
主
幹
及
び
主
査
並
び
に
同

課
に
お
い
て
人
事
、
行
政
組
織
、
給
与
、
服
務
又

課
に
お
い
て
人
事
、
行
政
組
織
、
給
与
、
服
務
又

は
職
員
団
体
の
事
務
を
担
当
す
る
主
任
及
び
主
事

は
職
員
団
体
の
事
務
を
担
当
す
る
主
任
及
び
主
事

（
人
事
、
行
政
組
織
、
給
与
又
は
服
務
に
つ
い
て

（
人
事
、
行
政
組
織
、
給
与
又
は
服
務
に
つ
い
て

は
、
企
画
立
案
担
当
者
）

は
、
企
画
立
案
担
当
者
）

財
政
課
に
お
い
て
財
政
計
画
の
企
画
の
事
務
を
担

財
政
課
に
お
い
て
財
政
計
画
の
企
画
の
事
務
を
担

当
す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
及
び

当
す
る

主
幹
、
副
主
幹
及
び

主
査

主
査

略

略

出
納
局

略

出
納
局

略

財
産
活
用
課
に
お
い
て
庁
舎
管
理
の
事
務
を
担
当

財
産
活
用
課
に
お
い
て
庁
舎
管
理
の
事
務
を
担
当

す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
及
び
主

す
る

主
幹
、
副
主
幹
及
び
主

査
並
び
に
同
課
の
守
衛
長

査
並
び
に
同
課
の
守
衛
長

教
育
庁
（
本
庁
）

教
育
次
長

参
事

課
長

室
長

政
策
監

総

教
育
庁
（
本
庁
）

教
育
次
長

参
事

課
長

室
長

政
策
監

総

合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

総
務
・
私
学
チ
ー
ム

合
調
整
主
幹

上
席
主
幹

総
務
・
私
学
班

の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

主
任
管
理
主
事

管
理
主

の
班
長

主
任
管
理
主
事

管
理
主

事

事

総
務
課
に
お
い
て
人
事
、
服
務
、
秘
書
又
は
法
令

総
務
課
に
お
い
て
人
事
、
服
務
、
秘
書
又
は
法
令

審
査
の
事
務
を
担
当
す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主

審
査
の
事
務
を
担
当
す
る

主

幹
、
副
主
幹
及
び
主
査
並
び
に
同
課
に
お
い
て
人

幹
、
副
主
幹
及
び
主
査
並
び
に
同
課
に
お
い
て
人

事
、
服
務
又
は
秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る
主
任
及

事
、
服
務
又
は
秘
書
の
事
務
を
担
当
す
る
主
任
及

び
主
事
（
人
事
又
は
服
務
に
つ
い
て
は
、
企
画
立

び
主
事
（
人
事
又
は
服
務
に
つ
い
て
は
、
企
画
立

案
担
当
者
）

案
担
当
者
）

教
職
員
給
与
課
に
お
い
て
給
与
の
企
画
立
案
の
事

教
職
員
給
与
課
に
お
い
て
給
与
の
企
画
立
案
の
事

務
を
担
当
す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主

務
を
担
当
す
る

主
幹
、
副
主

幹
、
主
査
、
主
任
及
び
主
事

幹
、
主
査
、
主
任
及
び
主
事
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義
務
教
育
課
、
高
校
教
育
課
及
び
特
別
支
援
教
育

義
務
教
育
課
、
高
校
教
育
課
及
び
特
別
支
援
教
育

課
に
お
い
て
教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
事
務
を

課
に
お
い
て
教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
事
務
を

担
当
す
る
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
主
幹
、
副
主
幹
及

担
当
す
る

主
幹
、
副
主
幹
及

び
主
査

び
主
査

人
事
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

主
幹

人
事
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

主
幹

局

副
主
幹

主
査

局

副
主
幹

主
査

監
査
委
員
事
務
局

事
務
局
長

課
長

総
務
チ
ー
ム

監
査
委
員
事
務
局

事
務
局
長

首
席
監
査
監

課
長

総
務
班

の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

の
班
長

労
働
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

審
査
チ
ー
ム
の
チ
ー
ム
リ
ー

労
働
委
員
会
事
務

事
務
局
長

課
長

審
査
班

の
班
長

局

ダ
ー

局

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

職

員

組

織

職

員

知
事
の

略

略

知
事
の

略

略

事
務
部

事
務
部

東
京
事
務
所

所
長

副
所
長

課
長

総
務
企
画
班

局
（
地

局
（
地

の
班
長

方

機

略

略

方

機

略

略

関
）

総
合
県
税
事
務
所

所
長

次
長

部
長

収
納
管
理
課
長

関
）

総
合
県
税
事
務
所

所
長

部
長

収
納
管
理
課
長

支
所
長

総
務
班
の
班
長

支
所
長

総
務
班
の
班
長

略

略

略

略

消
防
学
校

略

消
防
学
校

略

東
京
事
務
所

所
長

副
所
長

課
長

総
務
企
画
班

の
班
長

略

略

略

略

子
ど
も
・
女
性
・

所
長

部
長

総
務
・
連
携
推
進
課
長

福
祉
相
談
セ
ン

所
長

相
談
第
一
班
の
班
長

障
害
者
相
談
セ
ン

総
務
・
連
携
推
進
班
の
班
長

タ
ー

タ
ー

略

略

略

略

女
性
相
談
所

所
長

班
長

精
神
保
健
福
祉
セ

所
長

次
長

班
長
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ン
タ
ー

略

略

略

略

産
業
技
術
セ
ン

所
長

上
級
主
席
研
究
員

産
業
技
術
セ
ン

所
長

副
所
長

上
級
主
席
研
究
員

タ
ー

部
長

主
席
研
究
員

総
務
管
理
班
の

タ
ー

部
長

主
席
研
究
員

総
務
管
理
班
の

班
長

班
長

略

略

略

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


